
原子力災害等の現況と最近の
動向

原子力施設の現況と主な事故1
　我が国には、原子力施設として、原子力発電所
（第1-7-1図）、再処理施設、加工施設等が立地して
いる。
　平成７年（1995年）以降の原子力施設における主
な事故は13件である（火災、放射性物質等の漏え
い、被ばく等が発生し、消防機関が出動したもの）
（資料1-7-1）。

東京電力福島第一原子力発電所事故へ
の対応

2

　平成23年３月の東京電力福島第一原子力発電所事
故（以下、本節において「福島原発事故」という。）
の発生以降、原子力災害対策特別措置法（平成11年
法律第156号。以下、本節において「原災法」とい
う。）に基づく原子力災害対策本部長の指示によ
り、当該原子力発電所の周辺地域において避難指示
区域が設定されている（第1-7-2図）。直近では、令
和７年３月に飯舘村・葛尾村の帰還困難区域の一部
について、土地活用に向けた避難指示解除がされた。

第1-7-1図　我が国の原子力発電所立地地点

（備考）　原子力規制委員会資料を基に作成
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第1-7-2図　�避難指示区域の概念図（内閣府原子力
被災者生活支援チーム作成）

（令和7年10月1日時点）

　避難指示区域を管轄する双葉地方広域市町村圏組
合消防本部（以下、本節において「双葉消防本部」
という。）は、当該区域内の防火対策のため、定期
的な巡回の実施や、簡易型防火水槽といった必要な
消防施設の整備を行っている。
　また、避難指示区域においては、除草や枝木の伐
採等の面で制約があり、火災の早期発見が困難であ
ることから、大規模な火災が発生した場合の備えと
して、平成23年11月に福島県内の消防本部による応
援体制が確立されるとともに、平成24年３月には原
子力災害現地対策本部及び福島県災害対策本部によ
る緊急対策が取りまとめられ、関係機関の連携が強
化されている。
　消防庁では、「原子力災害避難指示区域消防活動
費交付金」により、避難指示区域の管轄消防本部の
消防活動を確保するとともに、消防応援活動に要し
た経費等に対して財政支援を行っている。
　さらに、「双葉消防本部支援調整会議」におい
て、双葉消防本部における消防活動上の課題を継続
的に把握するとともに、双葉消防本部への支援等に
ついて必要な検討・調整を行っている。

原子力災害対策等の現況

原子力施設等の原子力災害対策1
　原子力災害対策は、災害対策基本法及び原災法に
基づき、原子力事業者、国、地方公共団体等の防災
計画に従って必要な措置が講じられる体系となって
いる。
　原子力施設周辺において、関係地方公共団体は、
防災基本計画及び原子力災害対策指針（平成24年10
月31日原子力規制委員会）に基づき、地域防災計画
を作成し、当該原子力施設や地域の実情に即した原
子力災害対策を推進している。消防庁では、内閣府
（原子力防災担当）を中心とした関係省庁と連携
し、政府として、関係地方公共団体が作成する地域
防災計画・避難計画の具体化・充実化の支援を行っ
ている。

消防機関における活動対策2
（１）�　マニュアル、ハンドブック、活動要領等の作

成・配布
　消防庁では、原災法等における事業者の責務や原
子力防災組織の設置等を踏まえ、事故等発生時にお
いて消防隊員の安全を確保しながら効果的に消防活
動が展開できるよう「原子力施設等における消防活
動対策マニュアル」（平成26年３月。令和４年３月
一部改訂）ほか各種マニュアル等を作成し、消防機
関等に配布している。

（２）　放射性物質等事故対応資機材の整備等
　消防力の整備指針（平成12年1月12日総務省消防
庁）では、原子力施設等の立地など地域の実情に応
じて、放射性物質等による事故に対応するための資
機材を配置するものとされている。
　また、消防庁では、個人警報線量計等の放射性物
質等事故対応資機材を消防組織法（昭和22年法律第
226号）（国有財産等の無償使用）に基づき、緊急消
防援助隊登録消防本部に配備している。

（３）　消防職員に対する教育・訓練等
　消防職員に対する原子力防災研修等については、
消防大学校において、実務講習「緊急消防援助隊教
育科NBCコース」を実施している。また、放射性
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物質等による事故発生時の消防活動の基本的事項
等、全ての消防職員に習得してほしい事項について
まとめた教材「スタート！ RI119～消防職員のため
の放射性物質事故対応の基礎知識～」（平成23年３
月。令和５年３月一部改訂）を作成し、消防機関等
に配布している。
　このほか、消防庁では、原子力規制庁による消防
職員や原子力事業者等を対象とした「原子力施設に
おける火災防護に関する研修」等に講師派遣等を
行っている。

原子力災害対策等の課題

福島原発事故を踏まえた今後の取組1
（１）　避難指示区域の管轄消防本部への支援
　避難指示区域の管轄消防本部においては、放射性
物質による汚染、消防施設や水利の被災等の厳しい
条件の下、消防活動を継続して行っているところで
あり、各市町村の復旧・復興等と併せて体制の充実
強化を図る必要がある。消防庁としては、関係省庁
等と連携し、管轄消防本部への支援を引き続き行っ
ていく必要がある。

（２）�　関係地方公共団体における地域防災計画の見
直し等

　関係地方公共団体においては、原子力防災全体の
見直しと併せ、地域防災計画・避難計画の見直しが
進められているところである。福島原発事故以前に
おける防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲の
目安は、原子力発電所にあってはおおむね半径８～
10㎞とされていたが、福島原発事故以後に策定され
た原子力災害対策指針では、重点的に原子力災害に
特有な対策が講じられる区域（原子力災害対策重点
区域）の範囲の目安としておおむね半径30㎞に拡大
された。このため、原子力災害対策指針策定後に新
たに当該区域の圏内となった地方公共団体の地域防
災計画・避難計画において原子力災害対策を定める
こと、広域での避難体制を確保すること等が求めら
れている。
　消防庁では、関係省庁と連携し、地域防災計画・
避難計画の充実に向けた必要な支援や、訓練等を通
じた防災体制の充実強化を支援しているところであ

り、今後ともこれらの取組を通じて、原子力防災体
制の充実強化を図っていく必要がある。

（３）�　福島原発事故において活動した消防職員の長
期的な健康管理

　消防庁では、福島原発事故において、国の要請に
より緊急消防援助隊として３号機の使用済燃料プー
ルへの放水活動等を実施した消防職員に対し、定期
追加検査の機会の確保及び長期的経過観察により健
康管理の支援を行っており、引き続き支援を実施し
ていく必要がある。

放射性物質等事故対応能力の向上2
　原子力施設、放射性同位元素等取扱施設及び放射
性物質輸送時において、放射性物質や放射線の放出
を伴う事故が発生した場合、消防機関は、迅速かつ
適切に対応を行う必要があることから、引き続き事
故に対する消防機関の消防活動能力の向上を図って
いく必要がある。
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